
農産物検査法施行規則の規定に基づき標準計測方法を定める件

の一部を改正する件について

令和４年２月

農林水産省農産局 

１ 改正の趣旨

令和３年５月の「農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会とりまとめ」を踏まえ、

農産物検査の合理化を図るため、国内産水稲うるち玄米に係る標準計測方法について見直

しを行う。

２ 主な改正の内容

第２の５及び６において、機械により鑑定を行う規格項目及びその測定方法の追加

  （１）これまでの死米、着色粒に加え、白未熟粒、胴割粒、砕粒についても穀粒判別器

による測定方法を追加

（２）容積重の測定方法のうち、ブラウェル穀粒計及び電気式穀粒計による測定方法の

適用品目に、新たに国内産水稲うるち玄米を追加

３ 施行期日

令和４年３月 30 日 
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